
福岡市興行場法施行条例及び福岡市興行場法施行細則 新旧対照表 

※下線部分が改正部分 

 旧 新 
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第１条～５条 略 
  
（衛生措置の基準） 
第６条 法第３条第２項に規定する入場者の衛
生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 施設全般の管理 
  ア 略 
  イ １日に１回以上清掃し、常に清潔にし 
   ておくこと。 
  ウ １月に１回以上消毒し、害虫、ねずみ

等の発生の防止及び駆除に努めること。 
 (2)～(5) 略 
 
 
以下略 

 
第１条～５条 略 
  
（衛生措置の基準） 
第６条 法第３条第２項に規定する入場者の衛
生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 施設全般の管理 
  ア 略 
  イ 規則で定めるところにより清掃し、常

に清潔にしておくこと。 
  ウ 規則で定めるところにより、害虫、ね

ずみ等の発生の防止及び駆除に努めるこ
と。 

 (2)～(5) 略 
 
 
以下略 
 

福
岡
市
興
行
場
法
施
行
細
則 

福
岡
市
興
行
場
法
施
行
細
則 

   

 
第１条 ～ 第６条 （略） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７条 ～ 第８条 （略） 
 
 
以下略 
 
 
 
 
 
 

 
第１条 ～ 第６条 （略） 
 
  
(衛生措置の基準) 
第６条の２ 条例第６条第１号イの規定による
清掃は、次の各号に掲げる構造設備の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定めるところによ
り行う。 
(1) 観覧室等（条例第２条第２号に規定する

観覧室等をいう。） 利用の都度、清掃す
ること。 

(2) 前号以外の構造設備 適宜汚れの状況を
確認し、必要に応じ清掃すること。 

２ 条例第６条第１号ウに規定する害虫、ねず
み等の発生の防止及び駆除は、害虫、ねずみ
等の生息状況について適宜調査を実施し、当
該調査の結果に基づき必要な措置を講じるこ
とにより行う。 

 
 
 
第７条 ～ 第８条 （略） 
 
 
以下略 

 


